
決算書掲載頁　P297

内
訳

大阪府内の国保の保険者により国保事業の円滑な推進に寄与するために国保法に基づき共同して設立された大阪府
国保連合会を運営する。

大阪府国保連合会への負担金を適正に支出する。
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大阪府内の国保の保険者により国保事業の円滑な推進に寄与するために国保法に基づき共同して設立された大阪府
国保連合会へ負担金を支出する。
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大阪府内の国保の保険者により国保事業の円滑な推進に寄与するために国保法に基づき共同して設立された大阪府
国保連合会を運営する。
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大阪府国保連合会への負担金を適正に支出する。
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大阪府内の国保の保険者により国保事業の円滑な推進に寄与するために国保法に基づき共同して設立された大阪府
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事業：連合会負担金                                

１．連合会負担金 

国民健康保険法に基づき、国保事業の円滑な推進に寄与するため、大阪府内の国民健康保険の保険者により共同

して設立された大阪府国民健康保険団体連合会を運営するため、連合会支出金を支払った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業：連合会負担金                             

１．連合会負担金 

保険者割       ３５０，０００円 

被保険者数割   １，９７２，５４６円 


